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豊見城・名嘉地インターチェンジ（IC）空港側出入口は令和５年７月頃から通
行できなくなります。豊見城・名嘉地インターチェンジ（IC）東側出入口は引き
続き通行できます。交通渋滞など、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力を
お願いします。

那覇空港自動車道  豊見城・名嘉地IC空港側出入口
通行規制のお知らせ

■ハンセン病とは
ハンセン病は病原性の弱い細菌による感染症です。発

病すると、手足などの末梢神経が麻痺するといった症状
が現れることがあります。現在の日本の衛生状態などを
考えると、感染し発病することはほとんどなく、たとえ
発病しても、早期発見と適切な治療で、後遺症を残すこ
となく治るようになっています。

■今なお残る偏見・差別の苦しみ
かつて、当時の「癩

らい

予防法」により、ハンセン病患者
を療養所に収容し、隔離する施策が行われ、国・県は住
民と一体となって患者を地域から排除する「無らい県運動」
を行い、患者や家族への偏見や差別が強まりました。病
気が治り、隔離政策が終わった今でも、多くのハンセン
病回復者と家族は、偏見・差別による心の傷を持ったまま、
過去を隠して暮らしています。

ハンセン病問題を
知っていますか？

問い合わせ   　　地域保健課　電話：098-866-2215　FAX：098-866-2241

問い合わせ   　　道路街路課　電話：098-866-2390　FAX：098-866-2664

工事に関する問い合わせ

電話：0120-119-778
（専用ダイヤル・６月１日から開始）

沖縄総合事務局
南部国道事務所 調査第一課
電話：098-862-5325
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撤去工事が始まると
豊 見 城・名 嘉 地 I C
空港側出入口（立体）が
通行できなくなります

■一人一人の人権が守られる社会に向けて
偏見や差別をなくすためには、正しい知識を持つこと、
自分のこととして相手の気持ちを想像してみることが大
切です。ハンセン病問題を通して、私たちが暮らす社会
と人権について考えてみませんか。

■ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関す
る法律」に基づき、ハンセン病回復者ご家族の方々に対
して補償金が支給されます。請求期限は令和６年11月21
日までです。お心当たりのある方は下記の専用相談窓口
にご連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口　電話：03-3595-2262
 受付時間 10:00～16:00 （月曜日～金曜日。土日祝日等を除く。）

ハンセン病のことを
詳しく知りたい方は･･･

●沖縄愛楽園交流会館（名護市済井出1192）            　　                 電話：0980-52-8453
●宮古南静園ハンセン病歴史資料館・人権啓発交流センター    電話：0980-72-5321
                      （宮古島市平良字島尻888）　

日時：令和5年6月14日(水)～7月3日(月)
場所：県立図書館

「ハンセン病に関する正しい知識を普及する月間」
パネル展・作品展

工事情報は
こちら!

食育って、どんなこと？
「食育」とは、さまざまな経験を通じて食べもの・
食べることに関する知識と食べものを選ぶ力を身
につけ、健全な食生活を実践できる力を育むこと
です。食べることは生き物の基本的な営みですか
ら、子どもから大人まですべての世代にわたって、
「食育」に取り組むことが重要です。

第４次沖縄県食育推進計画
～食育おきなわ　うまんちゅプラン～ 
県では、県民全体で食育を推進するため、令和

５年３月に「第４次沖縄県食育推進計画　～食育
おきなわ　うまんちゅプラン～」を策定しました。
この計画では、
●  次世代を担う子ども達の心身の健康を支える食育の推進
●  健康長寿の維持・継承と健やかな暮らしを支える食
育の推進

●  沖縄の食を支える持続可能な環境づくり
  （地産地消の推進や食文化の普及・継承など）
● 食育を支える地域環境づくり

などに取り組むこととしています。

いつも笑顔で 「くわっちーさびら」
みんなで広げよう！食育の大きな輪（わ）
～６月は食育月間、毎月19日は食育の日～

毎日をいきいきと過ごし、いつまでも心もからだも健康で、質の高い生活を送るた
めに、「食べること」は欠かすことができません。
県民の健全な食生活の実践に向け、県では「食育」を推進しています。

毎日の食から考えてみよう
「食育」は、毎日の食事など食にまつわるさまざ
まな場面で取り組むことができます。

例えば…
●  自分や家族に必要な、健康につながる食事はどのよ
うなものか考えてみる。

●  どこで、どのように、だれと食べると食事がもっと
楽しくなるか考えてみる。

●  スーパー等で、いまが旬の食材や手に入りやすい食
材を調べてみる。

●  地元で特産の食材や季節の行事で食べられている郷
土料理を調べてみる。

毎年６月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」
です。「食育月間」や「食育の日」をきっかけに、
普段の生活から食育に取り組んでみませんか。

食生活学習教材「くわっちーさびら」
県内の小学校で配布されている副読本「くわっちーさびら」は、インターネッ
トでも読むことができます。健康的な食生活や沖縄の食文化、現在の食環境
など、食にまつわる幅広い情報を、子どもから大人まで楽しく学べる教材です。

副読本
「くわっちーさびら」

9 美ら島沖縄 2023.6 ６月は  　　　　　　　　　　　 です
土砂災害から身を守る３つのポイントを
土砂災害防止月間

確認


